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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソフトウェア問題報告を管理するためのコンピュータ実装されたシステムであって：
　１つまたは複数のコンピュータプロセッサと；
　前記コンピュータプロセッサによってアクセス可能であり、前記１つまたは複数のコン
ピュータプロセッサによって実行される時、
　　多数の異なる開発者組織からの複数のソフトウェアアプリケーション開発者を登録す
るように構成された登録サブシステムと；
　　前記複数のソフトウェアアプリケーション開発者からのオンラインアプリケーション
ストアに提供された複数のアプリケーションを、コンピュータサーバシステムから遠隔に
あって複数のユーザに関連付けられる複数のコンピューティングデバイスへの分散に利用
可能にする前記オンラインアプリケーションストアであって、前記複数のユーザおよび前
記多数の異なる開発者組織は、互いに独立し、前記オンラインアプリケーションストアを
経営する組織から独立している、前記オンラインアプリケーションストアと；
　　前記オンラインアプリケーションストアを使用して分散された前記複数のアプリケー
ションのアプリケーションに関する問題の報告を受信するように、前記問題に関するデー
タを受信するように、および前記複数のアプリケーションのうち特定のアプリケーション
または前記特定のアプリケーションのうち特定のソフトウェアアプリケーション開発者に
前記データを関連付けるように、プログラムされたアプリケーションバグ追跡装置と；
　　前記複数のアプリケーションのうち１つまたは複数のアプリケーションを提供したソ
フトウェアアプリケーション開発者に対する１つまたは複数の問題報告を生成するための
報告生成装置であって、前記１つまたは複数の問題報告は、前記ソフトウェアアプリケー
ション開発者によって前記オンラインアプリケーションストアへ提供された、前記１つま
たは複数のアプリケーションの、特定のアプリケーションに関する問題に関する前記デー
タについての情報を含む、報告生成装置と；
　を実装する命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ読取可能なデバイスと；
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　を具備し、
　前記登録サブシステムは、前記ソフトウェアアプリケーション開発者によって前記オン
ラインアプリケーションストアに提供された各アプリケーションに対して、前記ソフトウ
ェアアプリケーション開発者のアカウントを、前記ソフトウェアアプリケーション開発者
の１人または複数人ごとに関連付けるようにさらに構成されることを特徴とするシステム
。
【請求項２】
　前記問題は、アプリケーションクラッシュ、アプリケーションフリーズ、過度のバッテ
リ使用、および手動で起動されたコンピューティングデバイスユーザコメントのうち少な
くとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記問題の報告が特定のコンピューティングデバイスモデルまたはコンピュータオペレ
ーティングシステムに関する問題を示すか否かを判断するために、多数のアプリケーショ
ンにわたる問題の報告を分析するようにプログラムされたバグ分析装置をさらに具備する
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記バグ分析装置は、特定のデバイスモデルまたはオペレーティングシステムバージョ
ンに関して統計的に比較的高い報告頻度で判断することによって、問題の報告が特定のコ
ンピューティングデバイスモデルまたはコンピュータオペレーティングシステムに関する
問題を示すことを判断することを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記システムは、前記開発者が取得する権利を有する前記特定のアプリケーションのユ
ーザに関する情報がどれくらいあるのか判断する信用レベルに基づき、前記開発者に提供
される情報を制限するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記システムは、前記開発者が、特定の問題が生じたデバイスに関するオペレーティン
グシステムを管理する組織からのコアアプリケーションの開発者であるか否かに基づき、
前記開発者に提供される情報を制限するようにプログラムされることを特徴とする請求項
１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記システムは、問題のタイプに従って問題に関する情報をグループ化するように構成
されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記システムは、特定の問題が生じたデバイスに関するデバイスタイプおよびオペレー
ティングシステム識別子を示す情報を、問題報告で提供するように構成されることを特徴
とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　開発者からのアプリケーションのアップロードを受け入れ、前記アップロードされたア
プリケーションの各アプリケーションと前記アプリケーションがアップロードされた開発
者アカウントとを関連付ける開発者アップロードインタフェースをさらに具備することを
特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記システムは、前記開発者に関して異なるバグが生じる割合から判断される深刻度レ
ベルによってソートされたバグを前記開発者に提示するようにプログラムされることを特
徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　ソフトウェア問題報告を管理するためのコンピュータ実装された方法であって：
　中央サーバシステム上で動作するオンラインアプリケーションストアから、前記中央サ
ーバシステムから遠隔にあって複数のユーザに関連付けられる複数のコンピューティング
デバイスへ、複数のソフトウェアアプリケーションを分散する段階であって、前記複数の
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ソフトウェアアプリケーションは、複数のソフトウェア開発者によって前記オンラインア
プリケーションストアからの分散のために提供され、前記複数のユーザおよび前記複数の
ソフトウェア開発者は、互いに独立し、前記オンラインアプリケーションストアを経営す
る組織から独立している、前記分散する段階と；
　前記複数のコンピューティングデバイスの１つまたは複数の特定のコンピューティング
デバイスから複数のソフトウェアアプリケーション問題報告を前記中央サーバシステムで
受信する段階と；
　前記複数のソフトウェアアプリケーションのうち特定のソフトウェアアプリケーション
に、前記複数のソフトウェアアプリケーション問題報告のうち特定のソフトウェアアプリ
ケーション問題報告を関連付ける段階と；
　前記複数のソフトウェア開発者のうち特定のソフトウェア開発者から識別情報を受信す
る段階と；
　前記特定のソフトウェア開発者からの前記識別情報の受信に応じて、前記特定のソフト
ウェア開発者の各アカウントに対して、前記特定のソフトウェア開発者によって提供され
た前記オンラインアプリケーションストアによって分散されたアプリケーションを関連付
ける段階と；
　１人または複数人の特定のソフトウェア開発者によって提供された各ソフトウェアアプ
リケーションに関連付けられた１つまたは複数のソフトウェアアプリケーション問題報告
を記述する情報を、前記特定のソフトウェア開発者の１人または複数人に提供する段階と
；
　を具備することを特徴とするコンピュータ実装された方法。
【請求項１２】
　前記複数のソフトウェアアプリケーション問題報告は、フリーズ、クラッシュ、および
ユーザ生成されたコメントのうち少なくとも１つに関する報告を具備することを特徴とす
る請求項１１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１３】
　前記複数のソフトウェアアプリケーション問題報告は、特定の問題報告を生成したデバ
イスに対するトレースデータ、および前記デバイスの構成に関する情報を含むことを特徴
とする請求項１１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１４】
　前記複数のソフトウェア開発者からのソフトウェアアプリケーションアップロードを受
信し、前記アプリケーションに関する開発者アカウントに各アップロードされたアプリケ
ーションを関連付け、前記アップロードされたアプリケーションの特定の１つと受信した
問題報告とを関連付けることをさらに具備することを特徴とする請求項１１に記載のコン
ピュータ実装された方法。
【請求項１５】
　命令を記録する１つまたは複数の有形で非一時的な記録可能なメディアであって、１つ
または複数のプロセッサによって実行される時：
　中央サーバ上で動作するオンラインアプリケーションストアから、前記中央サーバから
遠隔にあって複数のユーザに関連付けられる複数のコンピューティングデバイスに複数の
ソフトウェアアプリケーションを分散する段階であって、前記複数のソフトウェアアプリ
ケーションは、複数のソフトウェア開発者によって前記オンラインアプリケーションスト
アからの分散のために提供され、前記複数のユーザおよび前記複数のソフトウェア開発者
は、互いに独立し、前記オンラインアプリケーションストアを経営する組織から独立して
いる、前記分散する段階と；
　前記複数のコンピューティングデバイスのうち１つまたは複数の特定のコンピューティ
ングデバイスから複数のソフトウェアアプリケーション問題報告を前記中央サーバシステ
ムで受信する段階と；
　前記複数のソフトウェアアプリケーションのうち特定のソフトウェアアプリケーション
と前記複数のソフトウェアアプリケーション問題報告のうち特定のソフトウェアアプリケ
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ーション問題報告とを関連付ける段階と；
　前記複数のソフトウェア開発者のうち特定のソフトウェア開発者から識別情報を受信す
る段階と；
　前記特定のソフトウェア開発者からの前記識別情報の受信に応じて、前記特定のソフト
ウェア開発者の各アカウントに対して、前記特定のソフトウェア開発者によって提供され
た前記オンラインアプリケーションストアによって分散されたアプリケーションを関連付
ける段階と；
　前記１人または複数人の特定のソフトウェア開発者によって提供された各ソフトウェア
アプリケーションに関連付けられた１つまたは複数のソフトウェアアプリケーション問題
報告を記述する情報を、前記特定のソフトウェア開発者の１人または複数人に提供する段
階と；
　を具備する動作を実行することを特徴とする有形で非一時的なメディア。
【請求項１６】
　前記複数のソフトウェアアプリケーション問題報告は、フリーズ、クラッシュ、および
ユーザ生成されたコメントのうち少なくとも１つに関する報告を具備することを特徴とす
る請求項１５に記載の有形で非一時的なメディア。
【請求項１７】
　前記複数のソフトウェアアプリケーション問題報告は、特定の問題報告を生成したデバ
イスに対するトレースデータ、および前記デバイスの構成に関する情報を含むことを特徴
とする請求項１５に記載の有形で非一時的なメディア。
【請求項１８】
　前記動作は、前記複数のソフトウェア開発者からのソフトウェアアプリケーションアッ
プロードを受信し、前記アプリケーションに関する開発者アカウントと各アップロードさ
れたアプリケーションとを関連付け、前記アップロードされたアプリケーションの特定の
１つと受信した問題報告とを関連付けることをさらに具備することを特徴とする請求項１
５に記載の有形で非一時的なメディア。
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